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作成年月日：　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御中
件名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

資　材　確　認　票
（会社名）　　　　　　　　　　　　

（　　）本件印刷物の製作に当たっては、下記の印刷資材を使用します。（契約時）
（　　）下記の印刷資材を使用して本件印刷物を製作したことを証明します。（納品時）



	
	印刷資材
	使用
有無
	リサイクル
適性ランク
	資材の種類
	製造元・銘柄名
	大阪市
グリーン
調達方針　適合有無
	備考
	

	
	用紙
	本文
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	表紙
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	見返し
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	カバー
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	インキ類
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	加工
	製本加工
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	表面加工
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	その他加工
	
	
	
	
	
	
	

	
	その他
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
↓

	使用資材
	リサイクル適性
	判別

	Aランクの資材のみ使用
	印刷用の紙にリサイクルできます
	

	AまたはBランクの資材のみを使用
	板紙にリサイクルできます
	

	CまたはDランクの資材を使用
	リサイクルに適さない資材を使用しています
	





注１　資材確認票に記入する印刷資材は、最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
注２　印刷用紙に係る判断の基準を適用する資材については、備考欄に、当該資材の総合評価値を記入すること。また、検査の参考資料としてサンプル紙及び出荷確認票等の資料を添付すること。
注３　印刷用紙に係る判断の基準（「紙類」参照）について、冊子形状（統計書、広報紙、会報等）の表紙は除く。




資材確認票の様式（例）
	
作成年月日：　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御中
件名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

資　材　確　認　票
○○印刷株式会社
（ ○ ）本件印刷物の製作に当たっては、下記の印刷資材を使用します。（契約時）
（ 　 ）下記の印刷資材を使用して本件印刷物を製作したことを証明します。（納品時）


	
	印刷資材
	使用
有無
	リサイクル
適性ランク
	資材の種類
	製造元・銘柄名
	大阪市
グリーン
調達方針　適合有無
	備考
	

	
	用紙
	本文
	○
	Ａ
	上質紙
	●●製紙／●●
	○
	総合
評価値　90
	

	
	
	表紙
	○
	Ａ
	コート紙
	●●製紙／●●
	○
	
	

	
	
	見返し
	○
	Ａ
	上質紙
	●●製紙／●●
	○
	総合
評価値　85
	

	
	
	カバー
	－
	－
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	インキ類
	○
	Ａ
	平版インキ
	●●インキ／●●
	○
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	加工
	製本加工
	○
	Ａ
	PUR系ホットメルト
	●●化学／●●
	○
	
	

	
	
	表面加工
	○
	Ａ
	OPニス
	●●化学／●●
	○
	
	

	
	
	その他加工
	－
	－
	
	
	
	
	

	
	その他
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
↓

	使用資材
	リサイクル適性
	判別

	Aランクの資材のみ使用
	印刷用の紙にリサイクルできます
	○

	AまたはBランクの資材のみを使用
	板紙にリサイクルできます
	

	CまたはDランクの資材を使用
	リサイクルに適さない資材を使用しています
	





注１　資材確認票に記入する印刷資材は、最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
注２　印刷用紙に係る判断の基準を適用する資材については、備考欄に、当該資材の総合評価値を記入すること。また、検査の参考資料としてサンプル紙及び出荷確認票等の資料を添付すること。
注３　印刷用紙に係る判断の基準（「紙類」参照）について、冊子形状（統計書、広報紙、会報等）の表紙は除く。



